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告告 示示

宮 崎 県 環 境 影 響 評 価 技 術 指 針 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を こ こ に 公 表

す る 。
平 成 十 九 年 五 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 告 示 第 四 百 四 十 一 号

宮 崎 県 環 境 影 響 評 価 技 術 指 針 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

宮 崎 県 環 境 影 響 評 価 技 術 指 針 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 告 示 第 八 百 七 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 第 二 号 イ 員 中 「 状 況 」 を 「 環 境 の 保 全 に 関 す る 施 策

の 内 容 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 第 二 号 」 を 「 第 一 項 第 二 号 」

に 改 め 、 「 把 握 す る 」 の 下 に 「 と と も に 、 当 該 情 報 に 係 る 過 去 の 状

況 の 推 移 及 び 将 来 の 状 況 を 把 握 す る 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と

し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 事 業 者 は 、 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 情 報 を 把 握 す る に 当 た っ て は 、

当 該 対 象 事 業 に 係 る 内 容 の 具 体 化 の 過 程 に お け る 環 境 保 全 の 配 慮

に 係 る 検 討 の 経 緯 及 び そ の 内 容 に つ い て 把 握 す る も の と す る 。

第 四 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

事 業 者 は 、 対 象 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 の 項 目 を 選 定 す る に 当

た っ て は 、 対 象 事 業 に 伴 う 環 境 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 要 因 （

以 下 「 影 響 要 因 」 と い う 。 ） が 当 該 影 響 要 因 に よ り 影 響 を 受 け る

お そ れ が あ る 環 境 要 素 に 及 ぼ す 影 響 の 重 大 性 に つ い て 客 観 的 か つ

科 学 的 に 検 討 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 業 者 は 、

別 表 第 一 の 一 の 表 か ら 二 十 七 の 表 ま で の 備 考 第 二 号 に 掲 げ る 一 般

的 な 事 業 の 内 容 と 事 業 特 性 と の 相 違 を 把 握 し た 上 で 、 当 該 一 般 的

な 事 業 の 内 容 に よ っ て 行 わ れ る 対 象 事 業 に 伴 う 影 響 要 因 に つ い て

別 表 第 一 に お い て そ の 影 響 を 受 け る お そ れ が あ る と さ れ る 環 境 要

素 に 係 る 項 目 （ 以 下 「 参 考 項 目 」 と い う 。 ） を 勘 案 し つ つ 、 前 条

の 規 定 に よ り 把 握 し た 事 業 特 性 及 び 地 域 特 性 に 関 す る 情 報 を 踏 ま

え 選 定 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 条 第 二 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 選 定 に 当 た っ て は 、 事 業 特 性 に 応

じ て 、 次 に 掲 げ る 影 響 要 因 を 、 物 質 の 排 出 、 土 地 の 形 状 の 変 更 、

工 作 物 の 設 置 そ の 他 の 環 境 影 響 の 態 様 を 踏 ま え て 適 切 に 区 分 し 、

当 該 区 分 さ れ た 影 響 要 因 ご と に 検 討 す る も の と す る 。

第 四 条 第 二 項 第 一 号 中 「 実 施 」 の 下 に 「 （ 対 象 事 業 の 一 部 と し て 、

対 象 事 業 実 施 区 域 に あ る 工 作 物 の 撤 去 又 は 廃 棄 が 行 わ れ る 場 合 に は 、
当 該 撤 去 又 は 廃 棄 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 「 後 の 土 地 又

は 工 作 物 の 存 在 及 び 」 の 下 に 「 状 態 並 び に 」 を 、 「 含 ま れ る も の （ 」

の 下 に 「 当 該 工 作 物 の 撤 去 又 は 廃 棄 が 行 わ れ る こ と が 予 定 さ れ て い

る 場 合 に は 、 当 該 撤 去 又 は 廃 棄 を 含 む 。 」 を 加 え 、 同 条 第 五 項 を 削

り 、 同 条 第 四 項 中 「 規 定 に よ る 項 目 の 削 除 は 、 次 に 掲 げ る 項 目 に つ

い て 行 う 」 を 「 規 定 に よ り 項 目 を 選 定 す る に 当 た っ て は 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 必 要 に 応 じ 参 考 項 目 を

選 定 し な い 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 標 準 項 目 に 」 を 「 参 考 項 目 に 」

に 改 め 、 「 に お け る 当 該 標 準 項 目 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 標 準 項

目 に 」 を 「 参 考 項 目 に 」 に 改 め 、 「 に お け る 当 該 標 準 項 目 」 を 削 り 、

同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 事 業 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 項 目 を 選 定 す る に 当 た っ て は 、

必 要 に 応 じ 専 門 家 等 の 助 言 を 受 け て 選 定 す る も の と す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 当 該 助 言 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 及 び 当 該 専 門 家

等 の 専 門 分 野 を 明 ら か に で き る よ う 整 理 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 条 第 六 項 を 削 り 、 同 条 第 七 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 八 項

中 「 及 び 同 項 の 規 定 に よ り 項 目 の 削 除 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は そ の

理 由 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と す る 。

第 五 条 第 三 号 中 「 選 定 」 を 「 選 定 項 目 」 に 、 「 及 び 」 を 「 又 は 」

に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 場 の 」 の 下 に 「 状 態 及 び 利 用 の 」 を 加 え 、

同 条 第 六 号 中 「 及 び 温 室 効 果 ガ ス 等 に 関 し 、 」 を 「 に 関 し て は そ れ

ら の 発 生 量 、 最 終 処 分 量 そ の 他 の 環 境 へ の 負 荷 の 量 の 程 度 を 、 温 室

効 果 ガ ス 等 に 関 し て は 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 見 出 し を 「 （ 参 考 手 法 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 標 準

項 目 」 を 「 参 考 項 目 」 に 改 め 、 「 当 た っ て は 」 の 下 に 「 、 別 表 第 一

の 一 の 表 か ら 二 十 七 の 表 ま で の 備 考 第 二 号 に 掲 げ る 一 般 的 な 事 業 の

内 容 と 事 業 特 性 と の 相 違 を 把 握 し た 上 で 」 を 加 え 、 「 標 準 的 な 」 を

「 参 考 と な る 」 に 、 「 「 標 準 手 法 」 を 「 「 参 考 手 法 」 に 、 「 基 準 と

し て 」 を 「 勘 案 し つ つ 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 把 握 し た 事 業 特 性 及 び

地 域 特 性 を 踏 ま え 」 に 改 め 、 同 項 後 段 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 簡 略

化 手 法 」 を 「 前 項 の 規 定 に よ り 調 査 及 び 予 測 の 手 法 を 選 定 す る に 当

た っ て 」 に 、 「 場 合 に 」 を 「 場 合 は 、 必 要 に 応 じ 参 考 手 法 よ り 簡 略

化 さ れ た 調 査 又 は 予 測 の 手 法 を 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま

で の 規 定 中 「 標 準 項 目 」 を 「 参 考 項 目 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 標

準 項 目 」 を 「 参 考 項 目 」 に 、 「 標 準 的 な 」 を 「 参 考 と な る 」 に 改 め 、

同 条 第 三 項 中 「 重 点 化 手 法 」 を 「 第 一 項 の 規 定 に よ り 調 査 及 び 予 測

の 手 法 を 選 定 す る に 当 た っ て 」 に 、 「 場 合 に 」 を 「 場 合 は 、 必 要 に

応 じ 参 考 手 法 よ り 詳 細 な 調 査 又 は 予 測 の 手 法 を 」 に 、 「 標 準 項 目 」

を 「 参 考 項 目 」 に 改 め る 。
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第 七 条 第 一 項 中 「 勘 案 し 」 を 「 踏 ま え 」 に 改 め 、 同 項 に 後 段 と し

て 次 の よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、 地 域 特 性 を 踏 ま え る に 当 た っ て は 、 当 該 地

域 特 性 が 時 間 の 経 過 に 伴 っ て 変 化 す る こ と に 留 意 す る も の と す る 。

第 七 条 第 一 項 第 一 号 中 「 現 状 」 を 「 状 況 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中

「 専 門 家 」 の 下 に 「 等 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 及 び 第 五 号 中 「 別 表 第

二 」 を 「 第 五 項 及 び 別 表 第 二 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 把 握 で き る

よ う 」 を 「 把 握 で き る よ う に 、 年 間 を 通 じ た 調 査 に 係 る も の に つ い

て は 、 必 要 に 応 じ て 観 測 結 果 の 変 動 が 少 な い こ と が 想 定 さ れ る 時 期

に 開 始 す る よ う に 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 調 査 地 域 」 の 下 に 「 、

調 査 地 点 及 び 調 査 期 間 等 」 を 加 え る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 勘 案 し 」 を 「 踏 ま え 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「

定 常 状 態 に な る 時 期 」 の 下 に 「 及 び 環 境 影 響 が 最 大 に な る 時 期 （ 最

大 に な る 時 期 を 設 定 す る こ と が で き る 場 合 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同

条 第 三 項 中 「 時 期 に つ い て は 、 」 の 下 に 「 対 象 事 業 に 係 る 工 事 が 完

了 し た 後 の 土 地 若 し く は 工 作 物 の 」 を 加 え 、 「 又 は 予 測 の 」 を 「 、

予 測 の 」 に 改 め 、 「 変 化 す る 場 合 」 の 下 に 「 又 は 対 象 事 業 に 係 る 工

事 が 完 了 す る 前 の 土 地 若 し く は 工 作 物 に つ い て 供 用 さ れ る こ と が 予

定 さ れ て い る 場 合 」 を 加 え 、 同 条 第 四 項 中 「 妥 当 性 を 」 の 下 に 「 予

測 の 結 果 と の 関 係 を 併 せ て 」 を 加 え 、 同 条 第 五 項 中 「 状 況 ） を 」 の

下 に 「 明 ら か に で き る よ う に 整 理 し 、 こ れ を 」 を 加 え 、 同 項 後 段 中

「 こ の 場 合 に お い て 、 」 の 下 に 「 当 該 地 域 の 」 を 加 え 、 同 条 第 六 項

に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、 必 要 に 応 じ 予 測 の 前 提 条 件 を 変 化 さ せ て 得

ら れ る そ れ ぞ れ の 予 測 の 結 果 の ば ら つ き の 程 度 に よ り 、 予 測 の 不

確 実 性 の 程 度 を 把 握 す る も の と す る 。

第 九 条 第 一 号 中 「 評 価 す る 手 法 で あ る 」 を 「 検 討 す る 」 に 改 め 、

同 号 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、 評 価 に 係 る 根 拠 及 び 検 討 の 経 緯 を 明 ら か

に で き る よ う に す る こ と 。

第 九 条 第 二 号 中 「 場 合 に は 」 の 下 に 「 、 当 該 基 準 又 は 目 標 に 照 ら

す こ と と す る 考 え 方 を 明 ら か に し つ つ 」 を 加 え 、 「 評 価 す る 手 法 で

あ る 」 を 「 検 討 す る 」 に 改 め 、 同 号 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

こ の 場 合 に お い て 、 工 事 の 実 施 に 当 た っ て 長 期 間 に わ た り 影

響 を 受 け る お そ れ の あ る 環 境 要 素 で あ っ て 、 当 該 環 境 要 素 に 係

る 環 境 基 準 が 定 め ら れ て い る も の に つ い て は 、 当 該 環 境 基 準 と

調 査 及 び 予 測 の 結 果 と の 間 に 整 合 が 図 ら れ て い る か ど う か を 検

討 す る こ と 。

第 十 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

事 業 者 は 、 対 象 事 業 に 係 る 環 境 影 響 評 価 の 調 査 、 予 測 及 び 評 価

の 手 法 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 手 法 」 と い う 。 ） を 選 定 す る に 当

た っ て は 、 必 要 に 応 じ 専 門 家 等 の 助 言 を 受 け て 選 定 す る も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 助 言 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 及 び

当 該 専 門 家 等 の 専 門 分 野 を 明 ら か に で き る よ う 整 理 し な け れ ば な

ら な い 。

第 十 一 条 第 二 項 中 「 第 十 三 条 第 四 号 及 び 第 五 号 」 を 「 第 十 三 条 第

一 項 第 四 号 か ら 第 六 号 ま で 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 代 償 措 置 に あ っ て は 、 当 該 代 償 措 置 の 効 果 の 根 拠 及 び 実 施 が

可 能 と 判 断 し た 根 拠

第 十 三 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 事 業 者 は 、 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 検 討 を 段 階 的 に 行 っ た

と き は 、 そ れ ぞ れ の 検 討 の 段 階 に お け る 環 境 保 全 措 置 に つ い て 、

具 体 的 な 内 容 を 明 ら か に で き る よ う 整 理 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 六 条 第 二 項 中 「 、 第 四 条 第 二 項 第 二 号 、 第 八 条 第 一 項 第 三 号

及 び 前 条 第 九 号 」 を 「 、 第 八 条 第 三 項 並 び に 前 条 第 九 号 」 に 改 め 、

「 対 象 事 業 に 係 る 工 事 の 実 施 」 の 下 に 「 （ 対 象 事 業 の 一 部 と し て 、

対 象 事 業 実 施 区 域 に あ る 工 作 物 の 撤 去 又 は 廃 棄 が 行 わ れ る 場 合 に は 、

当 該 撤 去 又 は 廃 棄 を 含 む 。 ） 」 を 、 「 と い う 。 ） 」 と 」 の 下 に 「 、

同 項 第 二 号 中 「 対 象 事 業 に 係 る 工 事 が 完 了 し た 後 の 土 地 又 は 工 作 物

の 存 在 及 び 状 態 並 び に 当 該 土 地 又 は 工 作 物 に お い て 行 わ れ る こ と が

予 定 さ れ る 事 業 活 動 そ の 他 の 人 の 活 動 で あ っ て 対 象 事 業 の 目 的 に 含

ま れ る も の （ 当 該 工 作 物 の 撤 去 又 は 廃 棄 が 行 わ れ る こ と が 予 定 さ れ

て い る 場 合 に は 、 当 該 撤 去 又 は 廃 棄 を 含 む 。 別 表 第 一 に お い て 「 土

地 又 は 工 作 物 の 存 在 及 び 供 用 」 と い う 。 ） 」 と あ る の は 「 対 象 港 湾

計 画 に 定 め ら れ る 港 湾 開 発 等 に 係 る 主 要 な 港 湾 施 設 の 撤 去 又 は 廃 棄 」

と 」 を 、 「 定 常 状 態 に な る 時 期 」 の 下 に 「 及 び 環 境 影 響 が 最 大 に な

る 時 期 （ 最 大 に な る 時 期 を 設 定 す る こ と が で き る 場 合 に 限 る 。 ） 」

を 加 え る 。

別 表 第 一 中 「標準項目 」 を 「参考項目 」 に 改 め 、 同 表 の 一 の 表 中

「アからエ 」 を 「アからエまで 」 に 改 め 、 同 表 備 考 中 第 十 号 を 第 十

一 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次

に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 の 表 備 考 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 五 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 三 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する道路事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 道路の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式であること。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 道路の構造の種類に応じた建設機械を用いて工事を行うこ

と。

エ 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

オ 工事の完了後、当該事業の目的である道路が存在し、かつ、

当該道路上を車両が走行すること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する森林法第４条第２項第４号の林道事業の内容を踏まえて区

分したものである。

ア 林道の構造が、地表式、堀割式又は嵩高式であること。

イ 林道の構造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行う

こと。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である林道の構造物が存在

し、かつ、当該林道上を自動車が走行すること。
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別 表 第 一 の 四 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する堰事業の内容を踏まえて区分したものである。
せき

ア 土砂等の掘削を行い堰を設置する「堰の工事」を行うこと。
せき せき

イ 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「護岸の工事」を行う

こと。

ウ 土砂等の掘削及びしゅんせつを行う「掘削の工事」を行う

こと。

エ 堰、護岸等の施設及び湛水区域が存在すること。
せき たん

オ 当該堰を流水の貯留又は取水の用に供すること。
せき

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する放水路事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 土砂等の掘削を行い堰や水門等を設置する「洪水を分流さ
せき

せる施設の工事」を行うこと。

イ 土砂等の掘削を行い護岸を設置する「掘削の工事」を行う

こと。

ウ 盛土等を行い堤防を設置する「堤防の工事」を行うこと。

エ 堤防や洪水を分流させる施設を含む放水路が存在すること。

オ 当該放水路を洪水調節の用に供すること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する鉄道及び軌道事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 鉄道施設又は軌道の施設の構造が、地表式、掘割式又は嵩

上式であること。

イ 鉄道施設又は軌道の施設の構造の種類に応じた建設機械を

用いて工事を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 必要に応じて、既存の工作物を除去すること。

オ 工事の完了後、当該事業の目的である鉄道施設又は軌道の

施設が存在し、かつ、当該軌道上を列車又は車両が走行する

こと。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する飛行場事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を用いて、飛行場及びその施設の設置又は変更に

係る工事を行うこと。

イ 車両により、資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である施設が存在し、かつ、

当該飛行場が航空機の運航の用に供されること。

別 表 第 一 の 七 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 八 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 一 の 五 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 六 の 表 備 考 中 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 七 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。
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２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる火力発電

所事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 工事の実施に関する内容

契 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行として、建築物、

工作物等の建築工事に必要な資材の搬出入、工事関係者の

通勤並びに残土、伐採樹木及び廃材の搬出を行うこと。

形 建設機械の稼働として、しゅんせつ工事、港湾工事、建

築物及び工作物等の設置工事（既設工作物の撤去又は廃棄

を含む。）を行うこと。

径 造成等の施工として、樹木の伐採等、掘削、地盤改良、

盛土等による敷地、搬入道路の造成及び整地を行うこと。

イ 土地又は工作物の存在及び供用に関する内容

契 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建

設された汽力設備、ガスタービン設備又は内燃力設備（２

以上の組合せを含む。）を有すること。

形 燃料の種類は、天然ガス（ＬＮＧを含む。）、石炭、石

油及び副生ガスがあること。

径 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水

すること。

恵 温排水は、海水冷却方式を採用した場合、取水方式とし

て表層又は深層、放水方式として表層又は水中によるもの

があること。

慶 機械等の稼働として、汽力設備、ガスタービン設備又は

内燃力設備（２以上の組合せを含む。）の運転があること。

慧 資材等の搬出入として、定期点検時等の発電用資材等の

搬入、従業員の通勤及び廃棄物等の処理のための搬出があ

ること。

憩 発電設備から産業廃棄物が発生すること。

「

別 表 第 一 の 九 の 表 中

」

を
「

に 改 め 、 同 表 備 考 中 第

」

七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第

一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

廃棄物
建設工
事に伴
う副産
物

主要な
人と自
然との
触れ合
いの活
動の場

主要な
眺望店
及び景
観資源
並びに
主要な
眺望景
観

地域を
特徴づ
ける生
態系

海域に
生育す
る植物

重要な
種及び
重要な
群落

海域に
生育す
る動物

重要な
種及び
注目す
べき生
息地
（海域
に生育
するも
のを除
く）

○

○

廃棄物
建設工
事に伴
う副産
物

主要な
人と自
然との
触れ合
いの活
動の場

主要な
眺望店
及び景
観資源
並びに
主要な
眺望景
観

地域を
特徴づ
ける生
態系

海域に
生育す
る植物

重要な
種及び
重要な
群落（
海域に
生育す
るもの
を除く。
）

海域に
生育す
る動物

重要な
種及び
注目す
べき生
息地（
海域に
生育す
るもの
を除く。
）

○

○○○○○

別 表 第 一 の 十 の 表 及 び 十 一 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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４ この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関す

る観点から環境基準が定められている物質をいう。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する廃棄物焼却施設事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設

された受入・供給設備、燃焼設備、排ガス処理設備その他の

主要施設及び管理棟、構内道路、構内排水設備その他の附帯

設備を有すること。

エ 排水は、排水処理装置で処理した後に公共用水域に排水す

ること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

するし尿処理施設事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設

された受入・貯留設備、前処理設備、膜分離高負荷脱窒素処

理設備その他の主要施設及び搬入車両に係る洗車設備その他

の附帯設備を有すること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する埋立、干拓事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械又は作業船を使用し、堤防及び護岸の築造を行う

こと。

イ 道路を経由し、又は船舶を利用して資材等の搬出入を行い、

及び当該搬入された資材等を使用して土地の造成を行うこと。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する土地区画整理事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業

務施設等の立地の用に供されること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する新住宅市街地開発事業の内容を踏まえて区分したものであ

る。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業

務施設等の立地の用に供されること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する新都市基盤整備事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業

務施設等の立地の用に供されること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する流通業務団地造成事業の内容を踏まえて区分したものであ

る。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設、トラックターミナル、卸売市場並び

に倉庫・貯蔵庫等の立地の用に供されること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する工業団地造成事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設、工場・研究施設、倉庫等の立地並び

に工場等の稼働の用に供されること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する住宅団地造成事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設、住宅施設、教育施設並びに商業・業

務施設等の立地の用に供されること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する農用地造成事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 雨水等の排水を行うこと。

ウ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

エ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設の立地並びに耕作等の用に供されるこ

「 「

別 表 第 一 の 十 二 の 表 中 を
」 」

に 改 め 、 同 表 備 考 中 第 七 号 を 第 九 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を

二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加

え る 。
有 害 物

質

水 の 濁

り

有 害 物

質等

水 の 濁

り

別 表 第 一 の 十 二 の 表 備 考 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 三 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 四 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 五 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 六 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 七 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 八 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 十 九 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 十 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 十 一 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第

六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。
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と。

４ この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関す

る観点から環境基準が定められている物質をいう。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する工場等事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 工事の完了後、当該事業の目的である施設が存在し、かつ、

当該工場等が稼働の用に供されること。

エ 資材等の搬出入として、資材及び燃料等の搬入、従業員の

通勤、廃棄物等の処理のための搬出があること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

するレクリエーション施設事業の内容を踏まえて区分したもの

である。

ア 建設機械を稼働し、造成工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池及び給・

排水施設等の公共施設並びにレクリエーション施設の立地の

用に供されること。

４ この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関す

る観点から環境基準が定められている物質をいう。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

するゴルフ場事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設

されたゴルフコース、クラブハウス、管理棟、管理用道路等

を有すること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する養豚場事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設

された種豚舎、分娩舎、離乳舎、堆肥舎等を有すること。
べん

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する土石等採取事業の内容を踏まえて区分したものである。

ア 建設機械を稼働し、造成及び建築工事を行うこと。

イ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。

ウ 地形改変及び施設の存在として、地形改変等を実施し建設

された土石等採取用プラント、採石場等を有すること。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有

する港湾開発等の内容を踏まえて区分したものである。

ア 係留施設を設置すること。

イ 必要に応じて、水域施設、外郭施設、旅客施設、荷さばき

施設又は保管施設を設置すること。

ウ 必要に応じて、埋立てを行うこと。

エ 供用開始後、船舶が当該港湾開発等の目的である水域施設

又は係留施設を利用すること。

オ 供用開始後、当該港湾開発等の目的である旅客施設、荷さ

ばき施設、保管施設又は臨港交通施設がそれぞれの整備の目

的に即して利用されること。

「 「

別 表 第 一 の 二 十 二 の 表 中 を
」 」

に 改 め 、 同 表 備 考 中 第 七 号 を 第 九 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を

二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加

え る 。

有 害 物

質

水 の 濁

り

有 害 物

質等

水 の 濁

り

別 表 第 一 の 二 十 二 の 表 備 考 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 十 三 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第

六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

「

別 表 第 一 の 二 十 四 の 表 中 を
」

「

に 改 め 、 同 表 備 考 中 第 七 号 を 第 九 号 と し 、

」

第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、

同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

有害物質水の濁り

別 表 第 一 の 二 十 四 の 表 備 考 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 十 五 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第

六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 十 六 の 表 備 考 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第

六 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 十 七 の 表 備 考 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 二 号 か ら 第

五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

別 表 第 二 中 「標準手法 」 を 「参考手法 」 に 、 「標準項目 」 を 「参

考項目 」 に 改 め 、 同 表 硫 黄 酸 化 物 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 二 窒 素 酸 化 物 の 項 中

「 １ 調査すべき情報

気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

飛行場事業に係る

建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行

火力発電所事業に

１ 予測の基本的な手法

大気の拡散式（ブルーム式及びパフ

式等）による計算

２ 予測地域

調査地域のうち、硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環

境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域

３ 予測地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて

予測地域における硫黄酸化物に係る環

境影響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 二酸化硫黄の濃度の状況

イ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情

報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものと

する。）の収集並びに当該情報の整理及び解析

ア 二酸化硫黄の濃度の状況 二酸化硫黄に係る環境基準に

規定する二酸化硫黄の測定の方法

イ 気象の状況 気象業務法施行規則（昭和27年運輸省令第

101号）第１条の２又は第１条の３の規定による技術上の

基準による測定の方法

３ 調査地域

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

原則として１年間（気象の状況において、高層の気象を調

査する場合は、春夏秋冬ごとにそれぞれ１週間）

火力発電所事業に

係る施設の稼働（

排ガス）

硫黄酸化物

１ 予測の基本的な手法

大気の拡散式（ブルーム式及びパフ

式等）による計算

２ 予測地域

調査地域のうち、硫黄酸化物の拡散

の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環

境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域

３ 予測地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて

予測地域における硫黄酸化物に係る環

境影響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

施設の稼働が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 二酸化硫黄の濃度の状況

イ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（次に掲げる情

報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものと

する。）の収集並びに当該情報の整理及び解析

ア 二酸化硫黄の濃度の状況 二酸化硫黄に係る環境基準に

規定する二酸化硫黄の測定の方法

イ 風の状況 気象業務法施行規則第１条の２の表第１号ト

に規定する風の観測の方法（気象庁が観測した場合に限る。

）又は同規則第１条の３の表第６号イに規定する風向の観

測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法

３ 調査地域

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

春夏秋冬ごとにそれぞれ１週間

廃棄物最終処分場

事業に係る建設機

械及び作業船の稼

働（水面埋立）、

廃棄物及び覆土材

の運搬に用いる船

舶の運航（水面埋

立）

廃棄物焼却施設事

業に係る施設の稼

働（排ガス）

工業団地造成事業

に係る工場の稼働

工場等事業に係る

施設の稼働

有害物質

等
水の濁り
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を
」

「

に 、

」

「

を
」

「

に 改

」

め 、 同 表 粉 じ ん 等 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、窒素酸化物の拡散

の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環

境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域

３ 予測地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて

予測地域における窒素酸化物に係る環

境影響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 二酸化窒素の濃度の状況

イ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（二酸化窒素の

状況については、二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸

化窒素の測定の方法を用いられたものとする。）の収集並び

に当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期又は時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る廃棄物

の埋立て

１ 予測の基本的な手法

大気の拡散式に基づく理論計算

２ 予測地域

調査地域のうち、窒素酸化物の拡散

の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環

境影響を受けるおそれがあると認めら

れる地域

３ 予測地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて

予測地域における窒素酸化物に係る環

境影響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

窒素酸化物に係る環境影響が最大と

なる時期及び事業活動が定常状態とな

る時期

１ 調査すべき情報

ア 二酸化窒素の濃度の状況

イ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（二酸化窒素の

濃度の状況については二酸化窒素に係る環境基準に規定する

二酸化窒素の測定の方法による情報、気象の状況については

気象業務法施行規則第１条の２又は第１条の３の規定による

技術上の基準による測定の方法による情報）の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境

影響を受けるおそれがある地域

４ 調査地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期又は時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る建設機

械の稼働（陸上埋

立）、建設機械及

び作業船の稼働（

水面埋立）、資材、

機械及び建設工事

に伴う副産物の運

搬に用いる車両の

運行、廃棄物及び

覆土材の運搬に用

いる車両の運行、

廃棄物及び覆土材

の運搬に用いる船

舶の運航（水面埋

立）

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、粉じん等の拡散の

特性を踏まえて粉じん等に係る環境影

響を受けるおそれがあると認められる

地域

３ 予測地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて予

測地域における粉じん等に係る環境影

響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

影響要因のそれぞれによる粉じん等

に係る環境影響が最大となる時期

１ 調査すべき情報

気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん

等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報

を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん

等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報

を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

道路事業に係る建

設機械の稼働、資

材及び機械の運搬

に用いる車両の運

行

粉じん等

ダム事業に係るダ

ムの堤体の工事、

原石の採取の工事、

施行設備及び工事

用道路の設置の工

事、建設発生土の

処理の工事、道路

の付替の工事

堰事業に係る堰の
せき せき

工事、護岸の工事、

掘削の工事

放水路事業に係る

洪水を分流させる

施設の工事、掘削

の工事、堤防の工

事

鉄道及び軌道事業

に係る建設機械の

稼働、資材及び機

械の運搬に用いる

車両の運行

飛行場事業に係る

建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行、造成等の施

工による一時的な

影響

水力発電所事業に

係る建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行

火力発電所事業に

係る建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行、資材等

の搬出入

地熱発電所事業に

係る資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行

廃棄物焼却施設事

業に係る建設機械

の稼働、資材及び

機械の運搬に用い

る車両の運行、廃

棄物の搬出入

し尿処理施設事業

に係る建設機械の

稼働、資材及び機

械の運搬に用いる

車両の運行

埋立、干拓事業に

係る堤防及び護岸

の工事、埋立ての

工事

土地区画整理事業

に係る建設機械の

稼働、資材及び機

械の運搬に用いる

車両の運行

新住宅市街地開発

事業に係る建設機

械の稼働、資材及

び機械の運搬に用

いる車両の運行

新都市基盤整備事

業に係る建設機械

の稼働、資材及び

機械の運搬に用い

る車両の運行

流通業務団地造成

事業に係る建設機

械の稼働、資材及

び機械の運搬に用

いる車両の運行、

製品の運搬その他

の車両の運行

工業団地造成事業

に係る建設機械の

稼働、資材及び機

械の運搬に用いる

車両の運行、資材

等の搬出入

住宅団地造成事業

に係る建設機械の

稼働、資材及び機

械の運搬に用いる

車両の運行

農用地造成事業に

係る建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行

工場等事業に係る

建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行、資材等の搬

出入

レクリエーション

施設事業に係る建

設機械の稼働、資

１ 調査すべき情報

気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

飛行場事業に係る

建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行

水力発電所事業に

係る資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行

火力発電所事業に

係る建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行、資材等

の搬出入

地熱発電所事業に

係る資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境

影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素

酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

係る建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる車

両の運行、資材等

の搬出入
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「 「
を に 、

」 」

「

を
」

「

廃棄物最終処分場

事業に係る最終処

分場の設置の工事

埋立、干拓事業に

係る堤防及び護岸

の工事、埋立ての

工事

埋立、干拓事業に

係る堤防及び護岸

の工事、埋立ての

工事

１ 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による

計算

２ 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を

踏まえて騒音に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域

３ 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域

における騒音に係る環境影響を的確に

把握できる地点

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 騒音の状況

イ 地表面の状況

ウ 廃棄物の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿

道の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（廃棄物の運搬

に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における騒音の

状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定

の方法を用いられたものとする。）の収集並びに当該情報の

整理及び解析

３ 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域

４ 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る廃棄物

の埋立て

１ 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による

計算

２ 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を

１ 調査すべき情報

ア 騒音の状況

イ 地表面の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況に

廃棄物最終処分場

事業に係る建設機

械の稼働（陸上埋

立）、建設機械及

び作業船の稼働（

に 改

」

「

「

め 、 同 表 振 動 の 項 中 を に 、

」

」

「 「
を に 、 「

」 」

工事用道路の設置の工事 」 を 「工事用道路の設置の工事 建設発生

土の処理の工事 」 に 、

「

を

１ 予測の基本的な手法

ア 廃棄物の埋立に用いる機械の稼働

については、事例の引用又は解析

イ 廃棄物の運搬に用いる車両の運行

については、振動レベルの80パーセ

ントレンジの上端値を予測するため

の式を用いた計算

２ 予測地域

調査地域のうち、振動の伝搬の特性

を踏まえて振動に係る環境影響を受け

るおそれがあると認められる地域

３ 予測地点

振動の伝搬の特性を踏まえて予測地

域における振動に係る環境影響を的確

に把握できる地点

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 廃棄物の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿

道における振動の状況

イ 地盤の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（廃棄物の運搬

に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の

状況については、振動規制法施行規則別表第２備考４及び７

に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。）の

収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域

４ 調査地点

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

廃棄物最終処分場

事業に係る廃棄物

の埋立て

別 表 第 二 騒 音 の 項 中 「工事用道路の設置の工事 」 を 「工事用道路

の設置の工事 建設発生土の処理の工事 」 に 、、

材及び機械の運搬

に用いる車両の運

行

ゴルフ場事業に係

る建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行

養豚場事業に係る

建設機械の稼働、

資材及び機械の運

搬に用いる車両の

運行

上石等採取事業に

係る建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる車

両の通行、プラン

ト及び採取機械等

の稼働、土石等の

搬出入

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、粉じん等の拡散の

特性を踏まえて粉じん等に係る環境影

響を受けるおそれがあると認められる

地域

３ 予測地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて予

測地域における粉じん等に係る環境影

響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

工事による粉じん等に係る環境影響

が最大となる時期

１ 調査すべき情報

ア 粉じん等の状況

イ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響

を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん

等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報

を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん

等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報

を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る建設機

械の稼働（陸上埋

立）、建設機械及び

作業船の稼働（水

面埋立）、資材、機

械及び建設工事に

伴う副産物の運搬

に用いる車両の運

行、埋立・覆土用

機械の稼働（陸上

埋立、水面埋立）、

廃棄物及び覆土材

の運搬に用いる車

両の運行、廃棄物

及び覆土材の運搬

に用いる船舶の運

航（水面埋立）

火力発電所事業に
係る建設機械の稼
働

廃棄物最終処分場

事業に係る建設機

械の稼働（陸上埋

立）、埋立・覆土

用機械の稼働（陸

上埋立）、浸出液

処理施設の稼働（

陸上埋立）

火力発電所事業に

係る建設機械の稼

働

４ 予測対象時期等

建設機械の稼働による振動に係る環

境影響が最大となる時期

４ 予測対象時期等

建設機械の稼働による振動に係る環

境影響が最大となる時期及び事業活動

が定常状態となる時期

踏まえて騒音に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域

３ 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域

における騒音に係る環境影響を的確に

把握できる地点

４ 予測対象時期等

工事による騒音に係る環境影響が最

大となる時期及び事業活動が定常状態

となる時期

ついては、騒音規制法第15条第１項の規定により定められた

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規

定する騒音の測定の方法による情報）の収集並びに当該情報

の整理及び解析

３ 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域

４ 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

水面埋立）、埋立

・覆土用機械の稼

働（陸上埋立、水

面埋立）

１ 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による

計算

２ 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を

踏まえて騒音に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域

３ 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域

における騒音に係る環境影響を的確に

把握できる地点

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 騒音の状況

イ 地表面の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（騒音の状況に

ついては、騒音規制法第４条第１項の規定により定められた

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準に規定

する騒音の測定の方法による情報）の収集並びに当該情報の

整理及び解析

３ 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域

４ 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る浸出液

処理施設の稼働（

陸上埋立、水面埋

立）

１ 予測の基本的な手法

音の伝搬理論に基づく予測式による

計算

２ 予測地域

調査地域のうち、音の伝搬の特性を

踏まえて騒音に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域

３ 予測地点

音の伝搬の特性を踏まえて予測地域

における騒音に係る環境影響を的確に

把握できる地点

４ 予測対象時期等

工事による騒音に係る環境影響が最

大となる時期及び事業活動が定常状態

となる時期

１ 調査すべき情報

ア 道路交通騒音の状況

イ 道路の沿道の状況

ウ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（道路交通騒音

の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測

定の方法による情報）の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるお

それがあると認められる地域

４ 調査地点

音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る資材、

機械及び建設工事

に伴う副産物の運

搬に用いる車両の

運行、廃棄物及び

覆土材の運搬に用

いる車両の運行

、
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」

「

に 改

」

め 、 同 表 悪 臭 の 項 中 「廃棄物の埋立て 」 を 「廃棄物の存在・分解 」

に 、 「方法による情報 」 を 「方法による情報 特定悪臭物質濃度に

ついては 同法施行規則第 条に規定する特定悪臭物質の測定の方

法による情報 」 に 、 「施設の稼働や 」 を 「悪臭に係る環境影響が最

大となる時期及び施設の稼働や 」 に 改 め 、 同 表 水 の 汚 れ の 項 を 次 の

よ う に 改 め る 。

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

１ 予測の基本的な手法

振動レベルの80パーセントレンジの

上端値を予測するための式を用いた計

算

２ 予測地域

調査地域のうち、振動の伝搬の特性

を踏まえて振動に係る環境影響を受け

るおそれがあると認められる地域

３ 予測地点

振動の伝搬の特性を踏まえて予測地

域における振動に係る環境影響を的確

に把握できる地点

４ 予測対象時期等

振動に係る環境影響が最大となる時

期及び事業活動が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 道路交通振動の状況

イ 地盤の状況

ウ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（道路交通振動

の状況については、振動規制法施行規則別表第２備考４及び

７に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。）

の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域

４ 調査地点

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る

環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

廃棄物最終処分場

事業に係る資材、

機械及び建設工事

に伴う副産物の運

搬に用いる車両の

運行、廃棄物及び

覆土材の運搬に用

いる車両の運行

５

、

、

１ 予測の基本的な手法

原単位法により生物化学的酸素要求

量又は科学的酸素要求量を計算

２ 予測地域

汚水を排水する公共用水域

３ 予測地点

汚水を排水する地点

４ 予測対象時期等

計画交通量の発生が見込まれる時期

１ 調査すべき情報

国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状

況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料よる情報の収集及び当該情報の整理

３ 調査地域

汚水を排水する公共用水域

４ 調査地点

汚水を排水する地点

道路事業に係る休

憩所の供用

水の汚れ

１ 予測の基本的な手法

原単位法により生物化学的酸素要求

量又は科学的酸素要求量を計算

２ 予測地域

汚水を排水する公共用水域

３ 予測地点

汚水を排水する地点

４ 予測対象時期等

飛行場の施設の供用が定常状態とな

る時期

１ 調査すべき情報

国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状

況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料よる情報の収集及び当該情報の整理

３ 調査地域

汚水を排水する公共用水域

４ 調査地点

汚水を排水する地点

飛行場事業に係る

飛行場の施設の供

用

１ 予測の基本的な手法

統計的手法又は事例の引用若しくは

解析

２ 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水

の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚

れに係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて予測地域における水の汚

れに係る環境影響を的確に把握できる

地点

４ 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 水の汚れに係る項目の状況

イ 流量の状況

ウ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れ

に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並び

に当該地域より上流の地域で、当該地域の水の汚れに係る環

境影響を予測し、及び評価するために必要な地域

４ 調査地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

水力発電所事業に

係る貯水池の存在

１ 予測の基本的な手法

単純混合式を用いた理論計算

２ 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水

の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚

れに係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて予測地域における水の汚

れに係る環境影響を的確に把握できる

地点

４ 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 水の汚れに係る項目の状況

イ 流量の状況

ウ 気象の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れ

に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

水力発電所事業に

係る河水の取水

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、化学的酸素要求量

の拡散の特性を踏まえて水の汚れに係

る環境影響を受けるおそれがあると認

められる地域

３ 予測地点

化学的酸素要求量の拡散の特性を踏

まえて予測地域における水の汚れに係

る環境影響を的確に把握できる地点

４ 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

科学的酸素要求量の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（化学的酸素要

求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する

化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものとする。）

の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえて水の汚れに係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえて環境調査におけ

る水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必

要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえて調査地域におけ

る水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必

要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

火力発電所事業に

係る施設の稼働（

排水）

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、生物化学的酸素要

求量の拡散の特性を踏まえて水の汚れ

に係る環境影響を受けるおそれがある

と認められる地域

３ 予測地点

生物化学的酸素要求量の拡散の特性

を踏まえて予測地域における水の汚れ

に係る環境影響を的確に把握できる地

点

４ 予測対象時期等

発電所の運転が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

生物化学的酸素要求量の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（生物化学的酸

素要求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定

する生物化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものと

する。）の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえて水の汚れに

係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえて調査地域に

おける水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するため

に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

生物化学的酸素要求量の拡散の特性を踏まえて調査地域に

おける水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するため

に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

地熱発電所事業に

係る施設の稼働（

排水）

１ 予測の基本的な手法

化学的酸素要求量、全窒素及び全燐

の物質の収支に関する計算又は事例の

引用若しくは解析

２ 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水

の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚

れに係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて予測地域における水の汚

れに係る環境影響を的確に把握できる

地点

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期及び

水の汚れに係る環境影響が最大となる

時期

１ 調査すべき情報

ア 化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の状況

イ 流れの状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（化学的酸素要

求量、全窒素及び全燐の状況については、水質汚濁に係る環

境基準に規定する測定の方法を用いられたものとする。）の

収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認

められる地域

４ 調査地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

廃棄物最終処分場

事業に係る最終処

分場の存在（水面

埋立）

１ 予測の基本的な手法

生物化学的酸素要求量又は化学的酸

素要求量、全窒素及び全燐の物質の収

支に関する計算又は事例の引用若しく

は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び水

の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚

れに係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて予測地域における水の汚

れに係る環境影響を的確に把握できる

地点

４ 予測対象時期等

施設の稼働や事業活動が定常状態と

なる時期及び水の汚れに係る環境影響

が最大となる時期

１ 調査すべき情報

ア 河川にあっては生物化学的酸素要求量の状況（当該調査

時における流量の状況を含む。）、海域又は湖沼にあって

は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の状況

イ 流れの状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（生物化学的酸

素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の状況につい

ては、水質汚濁に係る環境基準に規定する測定の方法を用い

られたものとする。）の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認

められる地域

４ 調査地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

廃棄物最終処分場

事業に係る浸出液

処理水の排出

廃棄物焼却施設事

業に係る施設の稼

働（排水）

し尿処理施設事業

に係る施設の稼働

土地区画整理事業

に係る宅地等にお

ける人の活動

新住宅市街地開発

事業に係る宅地等

における人の活動

新都市基盤整備事

業に係る宅地等に

おける人の活動

工業団地造成事業

に係る工場の稼働

住宅団地造成事業

に係る宅地等にお

ける人の活動

農用地造成事業に

係る農用地の使用

工場等事業に係る

施設の稼働

レクリエーション

施設事業に係る施

設の利用

ゴルフ場事業に係

るゴルフ場の供用

養豚場事業に係る

施設の稼働

１ 予測の基本的な手法

生物化学的酸素要求量又は化学的酸

素要求量の物質の収支に関する計算又

は事例の引用若しくは解析

２ 予測地域

１ 調査すべき情報

ア 河川にあっては生物化学的酸素要求量の状況（当該調査

時における流量の状況を含む。）、海域又は湖沼にあって

は化学的酸素要求量の状況

イ 流れの状況

埋立、干拓事業に

係る埋立地又は干

拓地の存在
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別 表 第 二 重 要 な 地 形 及 び 地 質 の 項 中 「道路の存在 」 を 「道路の存

在、建設発生土処理場の跡地の存在」 「最終処分場事業に係る

最終処分場の存在」 「廃棄物最終処分場事業に係る造成等の施工

（陸上埋立）、護岸等の施工（水面埋立）、最終処分場の存在（陸

上埋立、水面埋立）」

「工事用道路の設置の工事」 「工事用道路の設置の工事、

建設発生土の処理の工事」 「火力発電所事業に係る」 「火力

発電所事業に係る造成等の施工による一時的な影響、」 「地熱

発電所事業に係る」 「地熱発電所事業に係る造成等の施工による

一時的な影響、」 「最終処分場の設置の工事、最終処分場の存

在、廃棄物の埋立て」 「造成等の施工（陸上埋立）、護岸等の施

工（水面埋立）、最終処分場の存在（陸上埋立、水面埋立）」

「道路の存在」 「道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在」

「水力発電所事業に係る」 「水力発電所事業に係る造成等の

施工による一時的な影響、」

「工事用道路の設置の工事」 「工事用道路の設置の工事、建設発

生土の処理の工事」 「火力発電所事業に係る」 「火力発電所

事業に係る造成等の施工による一時的な影響、」 「地熱発電所

事業に係る」 「地熱発電所事業に係る造成等の施工による一時的

な影響、」 「最終処分場の設置の工事、最終処分場の存在、廃

棄物の埋立て」 「造成等の施工（陸上埋立）、護岸等の施工（水

面埋立）、最終処分場の存在（陸上埋立、水面埋立）」 「道路

の存在」 「道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在」 「

に 改 め 、 同 表 重 要 な 種 及 び 注 目 す べ き 生 息 地

を

を

に 、

に 、

を
に 、

を
に 、

を

に 、

を

に 、 を
を
に 改 め 、 同 表 重 要 な 種 及 び 群 落 の 項 中

に 、 を
に 、

を

水力発電所事業に係る」 「水力発電所事業に係る造成等の施工に

よる一時的な影響、」

「工事用道路の設置の工事」 「工事用道路の設置の工事、建設発

生土の処理の工事」 「火力発電所事業に係る」 「火力発電所

事業に係る造成等の施工による一時的な影響、」 「地熱発電所

事業に係る」 「地熱発電所事業に係る造成等の施工による一時的

な影響、」 「最終処分場の設置の工事、最終処分場の存在、廃

棄物の埋立て」 「造成等の施工（陸上埋立）、護岸等の施工（水

面埋立）、最終処分場の存在（陸上埋立、水面埋立）」 「道路

の存在」 「道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在」 「

水力発電所事業に係る」 「水力発電所事業に係る造成等の施工に

に 、
を

に 、

を に 、

を
に 改 め 、 同 表 地 域 を 特 徴 づ け る 生 態 系 の 項 中

を

に 、 を
に 、

を
に 、

を

に 、

を に 、

を

別 表 第 二 水 の 濁 り の 項 中 「工事用道路の設置の工事 」 を 「工事用

」 に 、 「廃棄物の埋立

て 」 を 「

「

浸出液処理水の排出 」 に 、 を
」

「

に 、
」

「 「
を に 改 め 、

」 」

同 表 有 害 物 質 （ 水 質 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

調査地域のうち、流域の特性及び水

の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚

れに係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて予測地域における水の汚

れに係る環境影響を的確に把握できる

地点

４ 予測対象時期等

埋立てにあっては護岸の工事及び埋

立ての工事、干拓にあっては干拓の工

事が竣功した時期

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（生物化学的酸

素要求量及び化学的酸素要求量の状況については、水質汚濁

に係る環境基準に規定する測定の方法を用いられたものとす

る。）の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがあると認

められる地域

４ 調査地点

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

１ 予測の基本的な手法

化学的酸素要求量の物質の収支に関

する計算又は事例の引用若しくは解析

２ 予測地域

調査地域のうち、海域の特性及び水

の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚

れに係る港湾環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域

３ 予測地点

海域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて予測地域における水の汚

れに係る港湾環境影響を的確に把握で

きる地点

４ 予測対象時期等

海域の特性及び水の汚れの変化の特

性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境

影響を的確に把握できる時期

１ 調査すべき情報

ア 化学的酸素要求量の状況

イ 流れの状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（化学的酸素要

求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する

化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものとする。）

の収集（資料により十分に情報を収集できる場合にあっては

現地調査による情報の収集を除く。）並びに当該情報の整理

及び解析

３ 調査地域

海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れ

に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る港湾環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域

における水の汚れに係る港湾環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び

時期

対象港湾計画に係

る主要な水域施設

の存在、主要な外

郭施設の存在、埋

立地の存在

道路の設置の工事、建設発生土の処理の工事

造成等の施工（陸上埋立）、護岸等の施工（水面埋立）、

１ 調査すべき情報

ア 濁度又は浮遊物質量の状況（河川にあっては、その調査

時における流量の状況を含む。）

イ 流れの状況

１ 調査すべき情報

ア 濁度又は浮遊物質量の状況（河川にあっては、その調査

時における流量の状況を含む。）

イ 流れの状況

ウ 土質の状況

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

４ 予測対象時期等

浮遊物質量に係る環境影響が最大と

なる時期及び事業活動が定常状態とな

る時期

１ 予測の基本的な手法

有害物質等の収支に関する計算又は

事例の引用若しくは解析

２ 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び有

害物質等の変化の特性を踏まえて有害

物質等に係る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び有害物質等の変化の

特性を踏まえて予測地域における有毒

物質等に係る環境影響を的確に把握で

きる地点

４ 予測対象時期等

施設の稼働や事業活動が定常状態と

なる時期

１ 調査すべき情報

ア 有害物質等の状況

イ 流量の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（有害物質等の

状況については、水質汚濁に係る環境基準に定める人の健康

の保護に関する項目の測定の方法及びダイオキシン類による

大気の汚染、水質の汚濁（水底の底室の汚染を含む。）及び

土壌の汚染に係る環境基準に定めるダイオキシン類の測定の

方法による情報）の収集並びに当該情報の整理及び解析

３ 調査地域

流域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて有害物

質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

流域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地

域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地

域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び

時期

廃棄物最終処分場

事業に係る浸出液

処理水の排出

有害物質等

（水質に係

るものに限

る。） 廃棄物焼却施設事

業に係る施設の稼

働（排水）

工場等事業に係る

施設の稼働

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、流域の特性及び有

害物質等の変化の特性を踏まえて有害

物質等に係る環境影響を受けるおそれ

があると認められる地域

３ 予測地点

流域の特性及び有害物質等の変化の

１ 調査すべき情報

ア 有害物質等（農薬等）の状況

イ 流量の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報（有害物質等（

農薬等）の状況については、水質汚濁に係る環境基準に定め

る人の健康の保護に関する項目の測定の方法及びダイオキシ

ン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底室の汚染を含

む。）及び土壌の汚染に係る環境基準に定めるダイオキシン

ゴルフ場事業に係

るゴルフ場の供用

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

調査地域のうち、水象の特性及び地

下水の利用状況を踏まえて地下水の流

れに係る環境影響を受けるおそれがあ

ると認められる地域

３ 予測地点

水象の特性及び地下水の利用状況を

踏まえて予測地域における地下水の流

れに係る環境影響を的確に把握できる

地点

４ 予測対象時期等

工事による地下水の流れに係る環境

影響が最大となる時期及び事業活動が

定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

ア 地下水の状況

イ 地下水の利用状況

ウ 地形及び地質の状況

２ 調査の基本的な手法

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当

該情報の整理及び解析

３ 調査地域

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて地下水の流れ

に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域にお

ける地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するた

めに必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

水象の特性を踏まえて調査地域における地下水の流れに係

る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切

かつ効果的に把握できる期間及び時期

廃棄物最終処分場

事業に係る造成等

の施工（陸上埋立）

、最終処分場の存

在（陸上埋立）

地下水の流

れ

別 表 第 二 地 下 水 の 水 位 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

特性を踏まえて予測地域における有毒

物質等に係る環境影響を的確に把握で

きる地点

４ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

類の測定の方法による情報）の収集並びに当該情報の整理及

び解析

３ 調査地域

流域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて有害物

質等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

４ 調査地点

流域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地

域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点

５ 調査期間等

流域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地

域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価す

るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び

時期

の 項 中
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別 表 第 二 廃 棄 物 の 項 中 「火力発電所事業に係る 」 を 「火力発電所

」 に 、 「地熱発電所

事業に係る 」 を 「地熱発電所事業に係る造成等の施工による一時的

事業に係る造成等の施工による一時的な影響、

１ 予測の基本的な手法

事例の引用又は解析

２ 予測地域

対象事業実施区域

３ 予測対象時期等

事業活動が定常状態となる時期

１ 調査すべき情報

対象事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の組成

廃棄物最終処分場

事業に係る廃棄物

の存在・分解

メタン
１ 予測の基本的な手法

建設工事に伴う副産物の種類ごとの

発生及び処分の状況の把握

２ 予測地域

対象事業実施区域及び建設工事に伴

う副産物の種類ごとの発生及び処分の

状況の把握を適切に行うために必要な

地域

３ 予測対象時期等

工事期間

１ 調査すべき情報

ア 地形の状況

イ 土地利用の状況

ウ 廃棄物については、その種類ごとの再資源化施設、中間

処理施設及び最終処分場における処分の状況

エ 切土又は盛土に伴う土砂の保管状況

２ 調査地域

対象事業実施区域及び廃棄物については、その種類ごとの

再資源化施設、中間処理施設及び最終処分場における処分の

状況及び切上又は盛土に伴う土砂の保管状況の情報を適切に

把握するために必要な地域

道路事業に係る切

土工等又は既存の

工作物の除去

建設工事に

伴う副産物

ダム事業に係るダ

ムの堤体の工事、

原石の採取の工事、

施工設備及び工事

用道路の設置の工

事、建設発生土の

処理の工事、道路

の付替の工事

堰事業に係る堰の
せき せき

工事、護岸の工事、

掘削の工事

放水路事業に係る

洪水を分流させる

施設の工事、掘削

の工事

鉄道及び軌道事業

に係る切土工等又

は既存の工作物の

除去

飛行場事業に係る

造成等の施工によ

る一時的な影響

水力発電所事業に

係る造成等の施工

による一時的な影

響

火力発電所事業に

係る造成等の施工

による一時的な影

響

地熱発電所事業に

係る造成等の施工

による一時的な影

響

廃棄物最終処分場

事業に係る造成等

の施工（陸上埋立）

、護岸等の施工（

水面埋立）

廃棄物焼却施設事

業に係る造成等の

施工による一時的

な影響

し尿処理施設事業

に係る造成等の施

工による一時的な

影響

埋立、干拓事業に

係る堤防及び護岸

の工事

土地区画整理事業

に係る造成工事

新住宅市街地開発

事業に係る造成工

事

新都市基盤整備事

業に係る造成工事

流通業務団地造成

事業に係る造成工

事

工業団地造成事業

に係る造成事業

住宅団地造成事業

に係る造成工事

農用地造成事業に

係る造成工事

工場等事業に係る

造成等の施工によ

る一時的な影響

」 に 改 め 、 同 表 二 酸 化 炭 素 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。な影響、

よる一時的な影響、」

「道路の存在」 「道路の存在、建設発生

土処理場の跡地の存在」 「最終処分場事業に係る最終処分場の

存在」 「廃棄物最終処分場事業に係る最終処分場の存在（陸上埋

立、水面埋立）」

「工事用道路の設置の工事」 「工事用道路の設置の工

事、建設発生土の処理の工事」 「道路の存在」 「道路の存在、

建設発生土処理場の跡地の存在」 「最終処分場事業に係る最終

処分場の設置の工事、最終処分場の存在、廃棄物の埋立て」 「廃

棄物最終処分場事業に係る造成等の施工（陸上埋立）、護岸等の施

工（水面埋立）、最終処分場の存在（陸上埋立、水面埋立）」
を

に 、

を

に 改 め 、 同 表 主 要 な 人 と 自 然 と の 触 れ 合 い の 活 動

を

を

に 、

を

に 、

め 、 同 表 建 設 工 事 に 伴 う 副 産 物 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

に 改

レクリエーション

施設事業に係る造

成等の施工による

一時的な影響

ゴルフ場事業に係

る造成等の施工に

よる一時的な影響

養豚場事業に係る

造成等の施工によ

る一時的な影響

土石等採取事業に

係る土石等採取用

プラントの建設

「工事用道路の設置の工事」を「工事用道

路の設置の工事、建設発生土の処理の工事」 「道路の存在」

「道路の存在、建設発生土処理場の跡地の存在」 「最終処分場

の設置の工事、最終処分場の存在」 「建設機械の稼働（陸上埋立）

、建設機械及び作業船の稼働（水面埋立）、資材、機械及び建設工

事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行、造成等の施工（陸上埋

立）、護岸等の施工（水面埋立）、最終処分場の存在（陸上埋立、

水面埋立）」

３ この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関す

る観点から環境基準が定められている物質をいう。

別 表 第 二 文 化 財 の 項 中

に 、
に 、

を

を

に 改 め 、 同 表 備 考 中 第 十 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 三 号 か

ら 第 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 告 示 は 、 平 成 十 九 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則

第 三 項 の 規 定 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 事 業 者 が こ の 告 示 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に

宮 崎 県 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県 条 例 第 十 二 号 ） 第 十

五 条 の 規 定 に よ る 準 備 書 の 公 告 を 行 っ て い る 対 象 事 業 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 事 業 者 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 宮 崎

県 環 境 影 響 評 価 技 術 指 針 （ 以 下 「 改 正 指 針 」 と い う 。 ） の 規 定 の

例 に よ り 、 方 法 書 の 作 成 等 を 行 う こ と が で き る 。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 方 法 書 の 作 成 等 が 行 わ れ た 対 象 事 業 に つ い て

は 、 施 行 日 に お い て 、 改 正 指 針 の 相 当 す る 規 定 に よ り 当 該 方 法 書

の 作 成 等 が 行 わ れ た も の と み な す 。

に 改 め 、 同 表 主 要 な 眺 望 点 及 び 景 観 資 源 並 び

に 主 要 な 眺 望 景 観 の 項 中

の 場 の 項 中
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